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１．企業分野1における訴訟ファンドの概要 

企業が事業を行う中で、なんらかの権利を侵害され法的な請求権を得ることがある。しかしながら、訴訟

を起こすとなると、時間と労力を要し、往々にして多大な費用を要することになり、かなりハードルが高い。 

そこに資金と訴訟経験を持って登場したのが『訴訟ファンド』である。訴訟ファンドは、訴訟当事者の片

方（主に原告側）と契約を結んで訴訟に係る費用に充てる資金を提供し、勝訴した場合に勝ち取った額から

リターンを受け取る。敗訴した場合には訴訟ファンドから受けた資金の弁済義務は原則的になく、ノンリコ

ースの形をとる（≪図表１≫参照）。企業は、どれだけの期間、どれだけの金額を負担する必要があるのかわ

からない訴訟に係る費用の不確実性をファンドに転嫁しながら、法的請求権の現金化を目指すことができる。

ただし、訴訟ファンドが受け取るリターンは勝ち取った額の 30～40%2とも、かかった費用の 3 倍とも言わ

れ、かなりの高額に設定されることもある（≪図表２≫参照）。したがって利用時に締結される契約は十分に

吟味される必要がある。 

訴訟ファンドは、英米豪を中心に増加しているが、「歴史が浅く、生成過程にあり、法的整備も業界団体も

未熟な状態の中、実需先行で進んでいる」3。国際的には 1000億ドルの資金が提供可能ともされ4、利用が拡

大しているという5。 

 

≪図表１≫企業分野における訴訟ファンドのしくみ

（出典）訴訟ファンドのすべてウェブサイト「訴訟ファンドとは」、株式会社ジュリスティックス
<http://soshofund.com/what_is_lf/>（visited Nov. 28, 2019）よりSOMPO未来研究所作成
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訴訟は時間とコストがかかる。そこで訴訟の費用を賄う資金を提供する新たなしくみ『訴訟ファンド』が登場

してきた。本稿では、欧米の企業が『訴訟ファンド』を使って訴訟を行うしくみとそれを取り巻く状況につい

てレポートする。 
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≪図表２≫企業分野における訴訟ファンドの利用事例 

事 例 概 要 ファンドの資金提供・リターン 

Norscot Rig Management 

v.s. 

Essar Oilfields6 

 

損害賠償額：1,200万ドル 

費用回収額：  400万ドル 

 (訴訟ファンドのコスト 

194万ポンドを含む。) 

石油採掘サイト管理費用の支払いを巡り小企業Norscotがグロ

ーバルなコングロマリット Essarに対して起こした係争。2008

年から長引く係争中にEssarがNorscotに対する支払いを停止

したため、Norscotは財務的に困窮し訴訟ファンドからの資金

提供を受け訴訟を継続した。係争は国際商業会議所の仲裁に持

ち込まれ、EssarからNorscotに対し訴訟ファンドのコスト194

万ポンドを含めて支払うよう、2016年に裁定が下った。 

出   資   額：64.7万ポンド 

約定リターン： 

出資額の 3倍または回収額の

35%かいずれか高い額 

リターン実額：194万ポンド 

（出資額の 3倍） 

Guaracachi America Inc. 

& Rurelec PLC 

v.s. Bolibia7 

 

訴 額：1億 4,300万ドル 

損害賠償額：2,900万ドル 

Rurelecは Guaracachi America を通じてボリビアの電力企業

に出資し技術供与も行っていたが、2010 年にボリビア政府が

何ら補償することなく Rurelec の出資分 50%をすべて接収し

た。棚上げにされていた事案は訴訟ファンドからの支援を受

け、常設仲裁裁判所に持ち込まれ、Rurelecは 2014年に 2,900

万ドルの補償について裁定を得た。 

出   資   額：1,500万ドル 

リターン実額：2,600万ドル 

（リターン率 173%、 

損害賠償額の 9割） 

２．訴訟ファンドが利用される理由 

（１）訴訟にかかる費用を賄い法的請求権の履行を可能に 

訴訟すれば高い確率で賠償金が得られることが分かっていても、長期間に亘る訴訟の費用を負担しなけれ

ば訴訟はできない。たとえば、破綻した企業は管財人の下で資産の整理を行い、可能な限り現金化を進めて

負債の返済に充てることになる。資産の中には法的請求権も含まれ、訴訟などの法的手段に訴えれば現金を

得ることができる。しかし訴訟費用を賄う体力はないというとき、訴訟ファンドから資金提供を受ければ法

的手段を行使する可能性が出てくる。訴訟ファンド利用の始まりはこのようなケースからであったが、現在

はさまざまなケースで企業の訴訟や仲裁に係る費用を訴訟ファンドが提供するようになってきた。 

（２）精度の高い投資（勝敗）見込み 

海外、特に米国の訴訟は時間とお金がかかる。時間単位でかかる弁護士費用、外部の専門家の費用、証拠

を収集して提出する費用など、長びくほどコストが累積して莫大な額となり、賠償額を超えることさえある8。

訴訟の行方については信頼する法律事務所の見立てを重視することになる。これが従来型の訴訟である。 

訴訟ファンドは訴訟に勝ってリターンを手にするというインセンティブを持ち、投資効果の見極めを厳し

く行う。最近は LexisNexis といった訴訟に関するデータベースを提供する会社が出現し、訴訟が情報産業

化してきている。おかげで法域や事案の内容、判例、裁判官や相手の弁護士事務所などの情報に基づき、よ

り高い精度で訴訟のコストと回

収のタイミングを見通し、十分

なリターンを見込めるかどうか

計算することができるという9。

訴訟ファンド大手 Woodsford

によると投資が成立するのは候

補案件の 3.5%程度であり（≪図

表３≫参照）、資金提供を受ける

のは簡単ではなさそうだが、投

資決定は、勝訴する確率が高い

という印になるだろう。 

 

（出典）Woodsford Litigation Funding, “A Practical Guide to Litigation 

Funding” よりSOMPO未来研究所作成

≪図表３≫投資までの道のり
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（３）訴訟ファンドの第三者機関としての機能 

訴訟ファンドは、投資の見極めだけでなく、訴訟の進捗・勝敗の行方を第三者の観点からウォッチする。

まず、資金提供を行うにあたっては、訴訟経験が豊富な専門家が、候補事案のデューディリジェンスを行う。

さらに、訴訟ファンドは投資効率を最大にするために早期解決を目指し、訴訟には非介入の立場をとりなが

らも、訴訟の進捗をモニタリングする。このような第三者機関の存在は、これまで法律事務所に任されてき

た訴訟に市場原理を持ち込み、コストのかかる進め方を少しでも効率化する力を持つかもしれない。 

 

３．訴訟ファンドに関連する規制の見直しと健全な市場の形成 

訴訟の公平性を保つために訴訟の当事者以外の第三者が訴訟を幇助することは認めない10というのが、英

米豪を中心とするコモンローの世界における中世以来の大原則であった。訴訟ファンドの台頭もあって、近

年英国11をはじめ、豪州12、米国13、カナダ14、シンガポール15とこのルールの見直しが進められている。 

確かに商工会議所等を中心に、訴訟ファンドを倫理的な側面から『高利貸し』に近いものと批判する声も

ある16。しかしながら、訴訟が司法制度を利用するための道であり、かつ相当なコストがかかるものである

以上、なんらかの資金を提供するしくみは必要ではないか17という考え方が、ルール見直しを促しているの

だろう。 

もしも訴訟ファンドを規制によって制限するならば、出資にあたっての資本十分性、健全性基準の導入、

資金提供契約の開示などのルールを定めることだとする論者もいるが、これらは新規参入の障壁を高くする

18。むしろ訴訟ファンドのプレーヤーが増加し、自由競争の中で訴訟ファンドが課す手数料やリターンが下

がることの方が市場形成としては健全なのかもしれない。健全な市場の形成という意味では、訴訟ファンド

自身が行動指針を策定し自主規制を行う19ところもあり、小規模ではあるが国際的な訴訟ファンド比較サイ

ト20も出てきている。 

また企業分野における訴訟ファンドの利用は、顧客となる訴訟当事者企業およびその顧問弁護士等にも訴

訟ファンドと対等に協議できるだけの能力を求める。そうでなければ、資金提供契約の条件やリターンの約

定の妥当性を十分に評価できないからだ。訴訟ファンドと対等な立場でパートナーを組む能力を備えた企業、

つまり訴訟ファンドを利用する適格性を備えた利用者によるファンド選択が進めば、訴訟を合理化するツー

ルともなり得るのではないか。 

いずれにしても、まだまだ未成熟なしくみであり、今後事例を重ねながら、訴訟という司法へのアクセス

を、必要なときになるべく小さなコストで得られるように変わっていくことが望まれる。 

【主任研究員 海老﨑 美由紀】 
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